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１ 区内循環バス事業を取り巻く社会的状況 

 

（１）運転士人材の不足 

運転士人材不足は、バス業界全体の課題である。近年では、大型２種免許保有者が減少し

続けているほか、運転士の高年齢化もあり、慢性的な人手不足が生じている。 

加えて、2024（令和６）年４月、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善

基準告示）が適用されたことにより、全国的に、路線バスの減便や廃止の動きも起こってきて

いる。 

なお、区内循環バスも、同年４月、全ルートで終バスを繰り上げ、計８便を減便している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

参考：自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）      

（厚生労働省資料） 

参考：バス運転者の推移及び今後の不足見込みについて（日本バス協会試算） 
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（２）事業収支の悪化 

公共交通は、通勤・通学等の多くの利用者によって支えられ、民間事業者により維持されて

きた。しかしながら、少子高齢化やリモートワーク等の働き方の多様化により、公共交通の利

用者は減少傾向にある。 

区内循環バスの利用者数も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、２０２０（令和

２）年度に大きく落ち込んだ後、十分な回復に至っていない。 

  一方で、燃料費の高騰などにより、運行経費が増大しており、支出が収入を大きく上回る状

況となっている。（2025（令和６）年度収支率 34.5％） 
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２ 事業見直しの必要性 

 

  区内循環バスは、2012（平成２４）年に、区と現在の運行事業者である京成バスが協定（５

年間）を締結し、区内観光の回遊性の向上及び区民の利便性向上を目的として、東京スカイツ

リー○Ｒの開業に先駆けて、運行を開始した。 

  しかしながら、導入から１０年以上が経過し、観光目的ではなく、区民の日常の足として機能

している利用実態を踏まえ、改めて区内循環バスの役割を、観光から区民生活のための公共

交通として位置付け、区民の利便性向上に資する見直しを行う必要が生じている。 

 

 

     ◆観光から区民生活のための公共交通への転換に伴う変更点 
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３ 事業見直し方針 

 

 2025（令和７）年３月に策定した「墨田区地域公共交通計画」では、区内循環バスを他の鉄

道や路線バスの補完的役割を担う交通機関として定義した。同計画では、見直しの方向性を

次のとおり定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

見直しの方向性 

①公共交通サービス圏域（注）の状況、及び区民の利用実態（エビデンス）を踏まえ

たルート・便数の設計を行います。 
②収支バランスや、他の交通機関（路線バス）との公平性の観点から、適正な運賃

設定について検討します。同時に、福祉的観点から割引サービスの導入も検討

します。  

③収支率を指標として設定することとし、目標収支率を50％以上（注）とします。 

高齢者の外出機会の創出など、多面的な効果を評価する指標について、今後検

討します。 

（注） 公共交通サービス圏域：鉄道駅から半径 500ｍ以内、バス停留所から半径 300ｍ以内（概ね 15 分間隔

で運行されている路線バスに限る）で示されるエリア 

（注） 今後策定する新事業計画により、見直す可能性があります。 
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４ 運行ルートの見直し検討 

  

  協議会では、区民の移動実態（ビッグデータ分析）や公共交通サービス圏域の状況、区間別

利用状況等を踏まえ、運行ルートごとに、課題と見直し方針を定め、運行ルートの見直しを検

討してきた。 

 

 

  〈運行ルート見直しに用いたエビデンス〉   

〇 地域別の年齢階層別人口 

〇 土地利用の状況 

〇 施設の立地状況 

〇 公共交通網の状況 

〇 区民の移動実態（ビッグデータ分析） 

〇 公共交通サービス圏域の状況 

〇 区内循環バスの区間別利用状況 

 

 

（１）運行ルートごとの課題と見直し方針 

◆北西部ルート（向島・鐘ヶ淵ルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

・１周の距離が60分と長い。 

・他ルートと比較して利用状況が低調である。 

（全ルートの年間利用者数の約22％） 

・押上駅渋滞に伴う遅延対応として、令和５年６月より一部ルートの短縮を行ったが、 

遅延の解消には至っていない。（慢性的な遅延も利用者離れの要因） 

・区内循環バスのルートの見直しにより、公共交通サービス圏域外となる地域が生ま 

れる可能性がある。（他の交通機関での代替ができない） 

見直し方針 

（１）区民の移動実態（ビッグデータ）を踏まえ、短縮ルートの案を検討する。 

（２）区民の移動実態を踏まえ、新たなバス停設置を検討する。 
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◆北東部ルート（八広・立花ルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆南部ルート（両国・錦糸町ルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

・八広、東墨田地域で利用が低い状況が見られるが、見直しによりバス停からの距離 

が 300mを超える地域が生まれる可能性がある。 

・京成曳舟駅から東側への一定の移動実態があるが、区内循環バスの路線が通って 

いない。 

見直し方針 

（１）移動実態（ビッグデータ）を踏まえたルートを検討する。 

（２）移動実態を踏まえ、新たなバス停の設置を検討する。 

＜特記事項＞ 

区外への一定の移動需要があり、路線バス（都営バス）との重複が見られない平井

駅への乗り入れを検討する。 ⇒ 双方向の検証【実証運行】 

課題 

見直し方針 

・１周の距離が64分と長い。 

・他ルートと比較し、路線バス（都営バス）が高頻度で運行している地域であり、現在 

の区内循環バスの拡充（双方向運行も含む）は、他の交通機関の利用の阻害に配慮 

する必要がある。 

・過去に延伸した JR両国駅周辺のルートの利用状況が低調である。 

・両国、千歳、立川地域で利用が低い状況が見られるが、見直しによりバス停からの 

距離が 300mを超える地域が生まれる可能性がある。 

（１）区民の移動実態（ビッグデータ）を踏まえ、短縮ルートの案を検討する。 

（２）ルート変更に伴い、バス停の移設を検討する。 
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５ 運賃の見直し検討 

 

協議会では、区内循環バスを他の鉄道や路線バスの補完的役割を担う公共交通機関として

位置付け、適正な運賃設定について検討してきた。 

検討にあたっては、他の交通機関（路線バス）との公平性を勘案するとともに、運賃の見直

しにより想定される収支率の試算を行った。 

一方で、運賃の見直しが、移動に困難を抱える方々の外出機会の減少につながることのな

いよう、福祉目的の割引サービスの適用についても同時に検討した。 

 

 

  〈運賃見直しに用いたエビデンス〉   

〇 区内循環バスの収支状況 

〇 他の交通機関（路線バス）の運賃設定 

〇 他の交通機関（路線バス）の移動制約者に対する割引サービス 

 

 

（１）運賃の公平性 

一般的に公共交通は、輸送力が増えると運賃が安くなる傾向にある。一方、区内循環バスは、

都営バスより小型の車体で運行しており、輸送力が小さいのに対して、運賃が低く抑えられてい

る状況である。（公共交通としての運賃設定がされていない。） 

 

 

 

 

 

 

   〈移動制約者に対する割引サービスの状況〉 
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（２）収支の改善効果（収支率の推計） 

基本運賃の見直しによる収支改善効果を、基本運賃を２００円に設定し、検証した。 

収支率の試算にあたっては、福祉目的の割引サービス適用に伴う補助金額を推計する必要

があるが、適用範囲が定まっていないことから、参考値として掲載してある。 

なお、本試算は、運行ルート見直しに伴う利用者数の変化を見込んでいないため、新たな事

業計画の策定の際は、より確度の高い推計を行い、併せて「墨田区地域公共交通計画」の数値

指標も見直す必要がある。 

 

〈本推計にあたって〉 

① 運賃見直しに伴う利用者減少を△５％と見込み、令和５年度利用者数を基準として年間利

用人数及び運賃収入額（ａ）を試算している。 
② 運行経費は、２０２４（令和６）年度の運行経費（ｂ）を用いている。 

③ 福祉目的の割引サービスについては、割引適用者が乗車した場合の逸失利益分を補助す

ることとし、次ページ記載の割引例を適用した場合、区が運行事業者に対して支払う補助金

額を推計（ｃ）した。 
④ 収支率は、次の数式により推計した。（（ａ‐ｃ）／ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,056,000 人
うち小学生 32,700 人
うち70歳以上高齢者 246,100 人
うち障害者 185,400 人
うち定期券利用者 31,700 人

運賃収入額（推計） 206,345,000 円
福祉目的割引適用に伴う補助額 61,690,000 円

運行経費（令和６年度実績） 305,913,000 円
収支率（推計） ※参考値
※100円未満は四捨五入
※定期券利用者は、月あたり20日、往復利用、計40回利用を想定している。

47.3%

収支率の推計
年間利用人数の推計
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６ 見直し後の運行ルート及び運賃 

 

（１）運行ルート 

   

 

                                                  

 

                                                                   

                            〈見直し後〉 

 

 〈現行〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日のみ運行 

平日のみ運行 

平日のみ運行 

（２）基本運賃（運賃等協議会承認事項） 

人件費や燃料費等、運行に係る経費の増加を踏まえるとともに、他の

交通機関との公平性の観点から、基本運賃を200円に改定する。 

  また、これまで、３つのルートが結節する押上駅で、他のルートに乗り継

ぐことのできる乗継券を発行していたが、運行ルートの見直しに伴い、乗

継券は廃止する。 

 

                     〈現行〉          〈見直し後〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）福祉目的の割引 

移動に困難を抱える方への配慮が求められることから、運賃の見直し

に併せ、福祉目的の割引サービスについては、導入を前提として、さらな

る検討を行う。 

また、適用範囲や適用方法については、他の福祉施策との整合性を図

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

※ キロ数や推定所要時間、推定運行間隔は、現段階の試算である。 

大人（中学生以上） 100円 200円
子ども（小学生） 50円 100円
未就学児・乳児 無料 無料
１日乗車券 300円 500円
定期券（１か月） 3,000円 6,000円
　　　（４か月） 11,000円 23,000円

ア 北西部ルート、北東部ルートは押上駅交通広場への乗込みを行わず、京成曳舟駅を起終点とするルートとする。 

（北東部ルートは、京成曳舟駅までのルートを新設） 

イ 南部ルートは、利用が少ない区間を見直すとともに、押上駅交通広場への乗込みは平日のみとする。 

ウ 押上駅と平井駅（江戸川区）を結ぶルートを新設する。同ルートは、平日のみの運行とし、一定期間、実証運行を

行った後、本格運行への移行について判断する。 

 

見直し後の運行ルート キロ数 推定所要時間 推定運行間隔 

北西部ルート見直し後 8.3km（△0.9ｋｍ） 約 50 分（△１０分） ２６～３０分に１本 

北東部ルート見直し後 6.7km（△１．１ｋｍ） 約 35 分（△１０分） １５分に１本 

[新設ルート]（平井駅乗り入れ） 7.4km ※平日のみ運行 約 40 分 ２２～２５分に１本 

南部ルート見直し後（平日） 9.1km（△１．４ｋｍ） 約 50 分（△14 分） １５分に１本 

南部ルート見直し後（休日） 8.4km（△１．８ｋｍ） 約 45 分（△19 分） １５分に１本 
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7 事業見直しに伴う今後の取組 

 

  区内循環バス事業の見直しは、現在生活の足として利用している区民にとって大きな影響

があることから、区は、見直しの方向性について、複数回説明会を開催し、見直し案についての

パブリック・コメントを実施した。 

 今後、パブリック・コメントで寄せられた意見を踏まえ、下記の事項について、今後さらなる取

組を行うことを要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

〇 パブリック・コメントに寄せられた意見を真摯に受け止め、今後のバス停留所の配置

等において、区民の利便性向上につながるよう、引き続き検討すること 

〇 押上駅北口交通広場の整備をはじめ、様々なまちづくりの進展に合わせて、区民の

移動実態に応じた運行ルートの見直しを今後も行うこと 

〇 運行事業者と協力し、より多くの区民に利用してもらえるよう、利用促進に取り組む

こと 

〇 区内循環バスの抱える課題を区民と共有するため、毎年度、利用状況や収支状況を

公表すること 

〇 墨田区地域公共交通計画の推進体制に基づき、区の交通事業者等が連携・協力のも

とで、ソフト面（各種情報・サービスの提供）、ハード面（運行ルート・停留所の整備）の

両面で、見直し後の運行に向けて取り組むこと 

（墨田区地域公共交通計画より抜粋） 
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参考資料 

１ 事業見直しに用いた主なエビデンス 

 

  事業の見直し検討にあたっては、バスの利用実態のほか、区民アンケートによる区民の意

向把握、区民の移動実態を正確に把握するためのビッグデータ取得など、様々なエビデンス

を用いた。なお、下記に掲載したエビデンス以外にも、区内の人口分布や高齢化の状況、土地

利用状況、地域ごとの公共交通の充足度、などのデータも踏まえ、検討した。 

 

 

（１）区内循環バス事業の現況 

  ア 利用者数及び収支率の推移（３ページ参照） 
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  イ 区間別利用状況（２０２１（令和３）年度区内循環バス利用実態調査） 

    押上駅や錦糸町駅など、主要な駅から離れた区間の利用は少なくなっている。最も利用

が少ない区間では、平均して１～２人の乗車となっている。 

   ※ 調査時点のルートであり、現在のルートとは一部異なる。 

              〈平日〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

〈休日〉 
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 ウ 時間帯別バス１台あたり平均乗車客数（２０２１（令和３）年度区内循環バス利用実態調査） 

   時間帯別を見ると、早朝や夜間の利用が少ない傾向が見られる。 

※ 202３（令和５）年度及び２０２４（令和６）年度に一部減便済み 
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（２）区民アンケート結果 

ア ２０２３（令和５）年度公共交通に関する区民アンケート 

 

 〈実施概要〉 

  ① 調査期日  2023（令和５）年１０月 

  ② 配布数  5,100 枚 

  ③ 回収数（回収率） 1,672 通（32.4％） 

  ※ 信頼度(統計的な分析において信頼できる程度を示す割合) ９９．９％ 

 

  〈主な結果〉※区内循環バスに関すること 

〇区内循環バスの利用頻度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇区内循環バスの改善要望について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週 1回以上利用する区民は約１割 



 

16 
 
 

 

イ ２０２５（令和７）年度区内循環バスに関する区民アンケート 

 

 〈実施概要〉 

  ① 調査時期  202５（令和７）年１０月 

  ② 配布数  5,100 枚 

  ③ 回収数（回収率） 1,584 通（３１．１％） 

  ※ 信頼度(統計的な分析において信頼できる程度を示す割合) ９９．９％ 

 

  〈主な結果〉 

  〇区内循環バスの見直しの必要性について 

 

 

 

 

 

 

  〇区内循環バスの運賃の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇区内循環バスを利用してもよいと思う水準（待ち時間・運賃）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の約 85％が事業の見直しに対して理解 

回答者の約 50%が運賃の見直しに肯定的 

許容できる待ち時間は 15 分程度 200 円を超えると許容度が大きく低下 
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（３）区内の施設等立地状況及び公共交通機関配置状況 

 鉄道、路線バス、区内循環バスにより、主要な公共施設へのアクセスは担保されている。ま

た、都営バスが区内全域で網目状に運行しており、中でも錦糸町を発着する一部の系統は高頻

度で運行されている状況となっている。 
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（４）公共交通圏域（注）及び公共交通サービス圏域（注）の状況 

  区内循環バスが運行を開始する前は、公共交通圏域の外側にあたる交通空白地域が見られ

ているが、区内循環バスの運行によりほぼ解消されている。 

（注）公共交通圏域：鉄道駅から半径５００ｍ以内、バス停留所から半径３００ｍ以内で示されるエリア 

（注）公共交通サービス圏域：鉄道駅から半径５００ｍ以内、バス停留所から半径３００ｍ以内（概ね１５分間隔で運行されている

路線バスに限る）で示されるエリア 

   

公共交通サービス圏域の状況 

２０１０（平成２２）年のバス路線網と公共交通圏域の状況 ２０２４（令和６）年のバス路線網と公共交通圏域の状況 

 右の図は、区内循環バスがなかった場合の公共交通

サービス圏域の状況である。 

 区内循環バスの見直しにより、他の地域と比べて、

公共交通へのアクセスが低下するなどの課題がみら

れる地域があることがわかる。 
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（５）区民の移動実態（ビッグデータ分析） 

   ビッグデータ：スマートフォンの位置情報に基づき、人が「いつ」「どこで」「どれだけ滞在し」

「どのように移動したか」を把握できるデータ 

   収集したビッグデータ 

   ①期間  ２０２４（令和６）年１１月１日～３０日 

   ②範囲  区内及び台東区浅草周辺、近隣の複数駅周辺 

   ③対象  期間内に区内に滞在したｉｄの期間中のトリップ（移動）（区外含む） 

   ④トリップ数 6,236,848 件 

   ⑤人数（ｉｄ数） 62,486 人 

   ⑥備考  ５分以上滞在した地点を出発地及び到着地と判定しＯＤ（起点・終点）      

を作成 

 

     〈平日１日平均トリップ数〉                 〈休日１日平均トリップ数〉 

       〈平日〉 
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２ 区民に向けた周知 

 

   区内循環バスの見直しは、利用者に大きな影響を与えることから、この間、事業見直しの

必要性などを様々な機会を通じて、情報発信を行った。 

 

（１）区のお知らせへの掲載（５月１１日号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 
 

 

（２）区ウェブサイトでの情報発信 

   区内循環バス事業見直しの必要性や取組の方向性について、区ウェブサイトに掲載した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/koutu/busminaosi/bus_minaoshi.html 

 

 

https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/koutu/busminaosi/bus_minaoshi.html
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（３）区民向け説明会の実施 

  ①見直しの方向性に関する区民説明会  延べ参加者数１１５人 

    第１回 ９月２７日（土） 曳舟文化センター 

    第２回 １０月７日（火） みどりコミュニティセンター 

    第３回 １０月９日（木） 曳舟文化センター 

  ②パブリック・コメント実施に伴う区民説明会  延べ参加者数１２７人 

    第１回 １月１９日（月） 曳舟文化センター 

    第２回 １月２１日（水） 両国駅前会館 

    第３回 １月２４日（土） 曳舟文化センター   

 

（４）イベント等での周知（パネル展示及びアンケートの実施） 

   １０月４日（土）・５日（日） すみだまつり・こどもまつり（錦糸公園内） 

   １０月１２日 （日）  まちジャズのんびりライド（京成曳舟駅交通広場） 

  ※アンケート回答数  ２５６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の約 98％が事業の見直しに対して理解 
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３ これまでの検討経過 

 

（１）墨田区地域公共交通活性化協議会 

日程 会議名称 主な内容（区内循環バス事業見直しに関すること） 

2024（令和６）年

５月８日 

令和６年度第１回協議会 バス検討部会設置 

２０２４（令和６）年

１１月１３日 

令和６年度第３回協議会 バス検討部会の令和７年度への継続について  

2025（令和７）年

３月２４日 

令和６年度第４回協議会 区内循環バス事業の見直しについて諮問 

２０２５（令和７）年

７月３０日 

令和７年度第１回協議会 区内循環バス事業の見直しについて 

（バス検討部会からの報告） 

202６（令和８）年

３月１０日 

令和７年度第２回協議会 

 

区内循環バスの見直しについて答申 

バス検討部会の継続設置について 

 

（２）バス検討部会（墨田区地域公共交通活性化協議会に関する要綱第９条に基づく組織） 

日程 会議名称 主な内容（区内循環バス事業見直しに関すること） 

2024（令和６）年

８月２９日 

令和６年度第１回部会 区内循環バス事業の見直しについて 

202４（令和６）年

１１月１日 

令和６年度第２回部会 区内循環バス事業見直しの方向性について 

2025（令和７）年

４月２５日 

令和７年度第１回部会 区内循環バス事業見直しの方向性について 

2025（令和７）年

６月１１日 

令和７年度第２回部会 区内循環バス事業の見直しについて 

（概要及びルート／運賃） 

２０２５（令和７）年

７月１５日 

令和７年度第３回部会 区内循環バス事業の見直しについて 

（アンケート結果及びルート例等） 

２０２５（令和７）年

７月３０日 

令和７年度第４回部会 区内循環バス事業の見直しについて 

２０２５（令和７）年

１２月２４日 

令和７年度第５回部会 区内循環バスのルート等の見直し案について 
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